
≪豊田商工会議所独自の給付制度「見舞金」・「祝金」について≫ 

  

豊田商工会議所独自の給付制度は、運営費の一部によってまかなわれます。 

※見舞金・祝金は支払事由発生時に、 

 ２口以上（満了祝金は１口以上）を１年以上継続している方が対象です。 

 

豊田商工会議所独自の給付制度 

【見舞金制度】 

  ・ 病気入院見舞金 

  ・事故通院見舞金 

   （加入者本人が病気で（1 週間以上）入院・事故で（1 週間以上）通院した時 ※年度に 1 回限り） 

【祝金制度】 

 ・結婚（加入者本人が対象となります） 

 ・出産（加入者本人又はその配偶者が出産したときが対象となります） 

 ・銀婚式祝金（加入者が結婚 25 年を迎えたときが対象となります） 

 ・満了祝金（加入者本人が当制度の満了まで継続したときが対象となります） 

 ・大学入学祝金（加入者本人又は子が大学・短大（各種学校は除く）に入学したときが対象となります） 

  ※結婚祝金・出産祝金・銀婚式祝金・大学入学祝金満了祝金・見舞金の請求は支払事由発生日から 

3 年以内が有効となります。 

 

 ※「重要事項説明書」に記載の「保険金などをお支払いできない場合について」に該当した場合は、 

   商工会議所独自の給付金制度も定期保険（団体型）と同様に取扱います。 

 【定期保険（団体型）引受保険会社】・アクサ生命保険株式会社（事務幹事会社） 

 【お問合せ】 豊田商工会議所 共済担当 TEL:0565-32-4569 


